
研 修

【教員の研修】

● 教員は、教育を受ける子どもたちの人格の完成を目指し、
その成長を促すという重要な職責を担っている高度な専門職
であり、学校教育の成否は、教員の資質によるところが大変
大きい。

● 教員は絶えず研究と修養に励むことが定められているとお
り、教員に求められるのは、時代の背景や要請を踏まえ、自
らが子どもたちの道標となるべく、常に学び続け、資質向上
を図り続ける。



研 修

１ 教員研修に関わる法令

● 教員研修は、教育基本法及び教育公務員特例法などの関
係法令に基づいて実施します。
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２ 北海道教職員研修計画（研修体系）

● 道教委では、本道の教員等一人一人が資質能力を着実に
高めていくことができるよう、「北海道教職員研修計画」
を策定しています。

● 「令和５年度（2023年度）北海道教職員研修計画」の概
要を掲載します。
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３ 初任段階教員研修の全体像

● 道教委では、各教員等が、キャリアステージに応じた
「基本研修」を実施しています。

● 採用１年次から５年次に至る初任段階教員として必要な
次の資質能力の育成・向上を目指す初任段階教員研修につ
いて紹介します。
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４ 新たな研修制度

【北海道教職員研修計画】 【研修LINKナビ】 【対話に基づく受講奨励の手引】


